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（
総
務
委
員
会
）

電
波
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
電
波
の
有
効
利
用
を
促
進
し
、
及
び
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
対
応
し
た
規
制
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
電

波
利
用
料
の
料
額
の
改
定
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
船
舶
地
球
局
の
実
用
化
に
係
る
規
定
の
整
備
、
登

録
検
査
等
事
業
者
及
び
登
録
認
定
機
関
が
そ
の
業
務
に
使
用
す
る
測
定
器
等
の
較
正
等
に
係
る
期
間
の
延
長
等
を
行
お
う
と
す

こ
う

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
波
利
用
料
制
度
の
見
直
し

１

免
許
人
等
が
電
波
利
用
料
と
し
て
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
の
改
定
を
行
う
。

２

電
波
利
用
料
の
使
途
の
特
例
と
し
て
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
た
な
衛
星
基
幹
放
送
に
対
応
す

る
空
中
線
を
接
続
し
た
場
合
に
技
術
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
既
設
の
受
信
設
備
に
つ
い
て
、
当
該
技
術
基
準
に

適
合
さ
せ
る
改
修
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
追
加
す
る
。

二
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
船
舶
地
球
局
の
実
用
化
に
係
る
規
定
の
整
備

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
船
舶
地
球
局
の
実
用
化
に
伴
い
、
免
許
の
申
請
書
の
添
付
書
類
に
係
る
記
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載
事
項
を
定
め
る
等
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

三
、
登
録
検
査
等
事
業
者
及
び
登
録
認
定
機
関
が
そ
の
業
務
に
使
用
す
る
測
定
器
等
の
較
正
等
に
係
る
期
間
の
延
長

登
録
検
査
等
事
業
者
及
び
登
録
認
定
機
関
が
そ
の
業
務
に
使
用
す
る
測
定
器
等
の
較
正
等
に
つ
い
て
、
現
在
一
年
と
さ
れ

て
い
る
較
正
等
に
係
る
期
間
を
、
優
れ
た
性
能
を
有
す
る
測
定
器
等
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
電
波
利
用
料
の
使
途
に
関
す
る
改
正
規
定
等
は
公
布
の
日
か
ら
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
船
舶

地
球
局
の
実
用
化
に
関
す
る
改
正
規
定
等
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


